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自立支援型配食サービス又は地域支えあい型訪問サービスが含まれてい

るケアマネジメントを指定居宅介護支援事業者へ委託する場合の留意点

について 

介護予防支援並びにケアマネジメントＡ及びケアマネジメントＢ（以下「ケアマネ

ジメント」という。）につきましては、いきいき支援センターから指定居宅介護支援

事業者への委託を可としているところですが、自立支援型配食サービス又は地域支え

あい型訪問サービスが含まれているケアマネジメントを指定居宅介護支援事業者へ

委託する場合は、次の点にご留意の上実施していただきますようお願いします。 

1 ケアプランへの記載 

介護予防サービス・支援計画書（ケアマネジメント結果等記録表）の原案作成に

あたり、ケアマネジメントの対象者については、自立支援型配食サービス又は地域

支えあい型訪問サービスについても合わせて記載する。 

2 自立支援型配食サービスが含まれている場合（※ケアマネジメントＡ及びケアマ

ネジメントＢの対象者） 

(1)ケアプランの送付について 

いきいき支援センターに代わり委託をうけた指定居宅介護支援事業者（以下「委

託居宅介護支援事業者」という。）が、配食サービス事業者へケアプランを送付する。 

(2)モニタリングについて 

いきいき支援センターに代わり委託居宅介護支援事業者が、自立支援型配食サービ

ス事業者からサービス提供記録総括票の提出を受け、モニタリングを実施する。 

3 地域支えあい型訪問サービスが含まれている場合の区社会福祉協議会との連絡 

対象者の事業利用にかかる区社会福祉協議会との連絡は、委託居宅介護支援事業者

により実施する。 

また、地域支えあい型訪問サービスについては、サービスの実施状況等に関する報

告をサービス事業者（区社会福祉協議会）から月 1回聴取する必要はないが、サービ

ス事業者から対象者の状況変化等の報告があった場合には、委託居宅介護支援事業者

は、ケアマネジメントの見直しやいきいき支援センターへの連絡等、適切に対応する。 

＊なお、2、3において、いきいき支援センターが委託居宅介護支援事業者の実施の支

援等をすること（いきいき支援センターが実施すること等）は差し支えない。 

1、2 について 地域支援係 野口、丹羽、山田  

電話 052-972-2549 ＦＡＸ 052-955-3367 

3 について    地域福祉係 高木 田中 

電話 052-972-2548 ＦＡＸ 052-955-3367 


